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令和７年度 西伊豆町教育委員会第９回定例会議事録 

 

１ 開催日  令和８年２月１８日（水） 午後３時から午後４時 30分まで 

２ 場 所  仁科地区津波等避難施設 ２階 避難所 

３ 出席者  鈴木秀輝教育長、髙橋浩委員（職務代理）、眞野有吏委員、影山やえみ委員、 

       ［事務局 朝倉通彰、WEB参加：萩原宏実、山梨純怜］ 

４ 欠席者   長島宗紀委員 

５ 傍聴者  なし 

 

教 育 長：本日の出席者は４名です。過半数に達していますので、ただ今から令和７年度

第９回の定例会を開催いたします。 

まず、議事録の承認についてですが、令和８年１月 14日開催の第８回定例会の

議事録については、私と影山委員が確認し署名いたしましたので、ご承認いた

だいてもよろしいでしょうか。（委員：全員異議なし） 

教 育 長：ありがとうございました。 

続きまして、今回の議事録署名委員ですが、眞野委員にお願いしたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。（眞野委員：了解） 

教 育 長：ありがとうございました。それでは、日程３の議題に入ります。 

     第 11号議案「令和８年度西伊豆町教育行政の基本方針（案）について」を議題

といたします。 

教 育 長：こちらにつきましては、先ほどの総合教育会議で説明させていただきましたの

で、説明は割愛させていただきます。２月の校長会、園長会でもう一度これを

確認してから出していきたいなと思っています。今までホームページに教育大

綱は掲載されていましたが、基本方針は掲載されていなかったのでこちらも掲

載するようにしていきたと思っています。 

教 育 長：それでは、第 11号議案「令和８年度西伊豆町教育行政の基本方針（案）につい

て」を採決します。提案のとおり賛成の方は、挙手をお願いします。 

教 育 長：挙手全員です。よって第 11号議案は、可決されました。 

続きまして日程４、第 12号議案から日程９、第 17号議案については、議会審

議前の重要案件や個人情報が含まれておりますので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第 14 条第７項の規定により秘密会として審議したいと思い

ますが、賛成の方は挙手をお願いします。 

教 育 長：挙手全員です。出席者の３分の２以上の賛成がありましたので、日程４、第 12

号議案から日程９、第 17号議案までは、秘密会といたします。 

教 育 長：それでは日程４、第 12号議案「西伊豆町乳幼児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。事務局から説明

をお願いします。 
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萩  原：（秘密会により説明内容及び質疑省略） 

教 育 長：第 12号議案の説明が終わりました。何かご意見、ご質問はございませんか。 

教 育 長：それでは、第 12号議案「西伊豆町乳幼児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定について」を採決します。提案のとおり賛成の方は、

挙手をお願いします。 

教 育 長：挙手全員です。よって第 12号議案は、可決されました。 

続きまして日程５、第 13号議案「令和７年度末西伊豆町立学校長等の人事異動

の内申について」を議題とします。私から説明させていただきます。 

（秘密会により説明内容及び質疑省略） 

教 育 長：第 13号議案の説明が終わりました。何かご意見、ご質問はございませんか。 

教 育 長：それでは、第 13号議案「令和７年度末西伊豆町立学校長等の人事異動の内申に

ついて」を採決します。提案のとおり賛成の方は、挙手をお願いします。 

教 育 長：挙手全員です。よって第 13号議案は、可決されました。 

続きまして日程６、第 14号議案「賀茂地域５町に共同設置する指導主事候補者

について」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

朝  倉：（秘密会により説明内容及び質疑省略） 

教 育 長：第 14号議案の説明が終わりました。何かご意見、ご質問はございませんか。 

教 育 長：それでは、第 14号議案「賀茂地域５町に共同設置する指導主事候補者について」

を採決します。提案のとおり賛成の方は、挙手をお願いします。 

教 育 長：挙手全員です。よって第 14号議案は、可決されました。 

続きまして日程７、第 15号議案「令和８年度就学援助費新入学児童生徒学用品

費の入学前支給の認定について」を議題とします。事務局から説明をお願いし

ます。 

山  梨：（秘密会により説明内容及び質疑省略） 

教 育 長：第 15号議案の説明が終わりました。何かご意見、ご質問はございませんか。 

教 育 長：それでは、第 15号議案「令和８年度就学援助費新入学児童生徒学用品費の入学

前支給の認定について」を採決します。提案のとおり賛成の方は、挙手をお願

いします。 

教 育 長：挙手全員です。よって第 15号議案は、可決されました。 

続きまして日程８、第 16号議案「令和８年第１回西伊豆町議会定例会（３月）

提出議案にかかる教育委員会の意見聴取について」を議題とします。事務局か

ら説明をお願いします。 

朝  倉：（秘密会により説明内容及び質疑省略） 

教 育 長：第 16号議案の説明が終わりました。何かご意見、ご質問はございませんか。 

教 育 長：それでは、第 16号議案「令和８年第１回西伊豆町議会定例会（３月）提出議案
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にかかる教育委員会の意見聴取について」を採決します。提案のとおり賛成の

方は、挙手をお願いします。 

教 育 長：挙手全員です。よって第 16号議案は、可決されました。 

それでは、日程９、第 17号議案の「西伊豆町教育委員会教育長の任命について」

を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

朝  倉：（秘密会により説明内容及び質疑省略） 

教 育 長：第 17号議案の説明が終わりました。何かご意見、ご質問はございませんか。 

教 育 長：それでは、第 17号議案「西伊豆町教育委員会教育長の任命について」を採決し

ます。提案のとおり賛成の方は、挙手をお願いします。 

教 育 長：挙手全員です。よって第 17号議案は、可決されました。 

教 育 長：以上で、秘密会の議案が終了しましたので、秘密会を解きます。 

本日の議事案件は、すべて終了いたしました。 

以上をもちまして、令和７年度第９回の定例会を終了します。 

皆様、お疲れ様でした。 


